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マイナンバーカードの普及促進について（依頼） 

 

 平素は、市行政に格別のご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、市民課では、デジタル社会の実現および令和６年度秋頃に予定されている健康保険

証の一体化等に向けて、マイナンバーカードの普及促進に取り組んでいます。マイナンバー

カードの交付申請機会を提供し、申請機会の拡大及び申請に係る市民の負担を軽減するた

めに以下の事業を実施しておりますので、各地域における周知・広報にご協力をお願いいた

します。 

 

１．マイナンバーカード申請サポート業務（令和６年２月末まで実施） 

市内の公共施設や商業施設において、マイナンバーカード出張申請窓口を開設し、マイ

ナンバーカード用の顔写真撮影と、申請書記入のお手伝いをいたします。この出張申請窓

口を利用して、初めてマイナンバーカードを作成される方には、こなん商品券（おひとり

様あたり 1,000円分）を、マイナンバーカードの受取時にプレゼントいたします。 

 

 ２．マイナンバーカード出張申請（個宅訪問） 

 市役所への来庁が難しい方やインターネットによる申請が不慣れな方を対象に、予約受

付後に自宅まで出張して、申請書の作成や顔写真の撮影までの手続きを受け付けるサービ

スです（完全予約制）。できあがったマイナンバーカードは自宅に簡易書留郵便で郵送す

るため、市役所へ一度も出向くことなくカードを受け取ることができます。 

【問い合わせ先】 
湖南市総務部市民生活局市民課 
戸籍住基係 担当：寺村 
TEL  0748-71-2323 
FAX  0748-72-2460 
E-MAIL shimin@city.shiga-konan.lg.jp 







 

＊必要な書類、その他の注意事項はチラシの裏面をご確認ください。 

 

市役所への来庁が難しい方やインターネットによる申請が不慣

れな方を対象にご自宅へ訪問し、申請書の作成や顔写真撮影まで

すべての手続きをお手伝いさせてもらいます。 

 ＊事前予約制です。 

＊初めてカードを作る方に限ります。 

【対象者】 

(1) 65 歳以上の方 

(2) 障がい者手帳をお持ちの方 

(3) 介護保険の要介護認定を受けている方 

(4) 乳幼児（０歳から６歳の未就学児） 

(5) その他外出が困難な方 等 

【訪問時間】 

・火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 

・午前 10 時、午後 2 時、午後 3 時半 

＊お電話で、希望日の 1 週間前までにご予約ください。 

＊交通状況等により、時間が前後する場合があります。 

■お申し込み・お問合せ先はこちら！ 

湖南市役所 市民課 TEL ０７４８－７１－２３２３ 

①電話で申込をする 

②必要な書類を準備する 

③当日、申請書の記入と顔写真撮影 

④後日、郵送されるカードを受け取る 

＊マイナンバーカードができあがるまで約１か月かかります。 

＊マイナンバーカードは簡易書留郵便でお送りします。 



湖南市マイナンバーカード出張申請受付（個宅訪問）実施要領 ≪抜粋≫ 

●対象者（湖南市に住民登録がある方限定） 

(1) 65 歳以上の方 

(2) 障がい者手帳をお持ちの方 

(3) 介護保険の要介護認定を受けている方 

(4) 乳幼児（０歳から６歳の未就学児） 

(5) その他外出が困難な方 

 ※すべて、初めてカード交付申請をされる方に限ります。 

 

●訪問要件 

(1) 訪問先が湖南市内であること 

(2) 申請者本人（15 歳未満または成年被後見人の方は法定代理人の同席）が

訪問先にいること 

(3) 外国人住民の方は、在留期間が３か月以上あること 

(4) 申請から２か月以内に住所や氏名を変更する予定がないこと 

(5) 介護等が必要な方の場合、介護者等が同席できること 

 

●申請時に必要となる書類 

(1) 本人確認書類の原本 

(2) 15 歳未満の場合、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であること

を確認できる書類（法定代理人が同一世帯の場合は不要） 

(3) 成年被後見人の場合、成年後見人の本人確認書類及び権限を確認できる

書類の原本 

(4) 通知カード（紛失された方は、紛失届を記入していただきます。） 

(5) 住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

 

●本人確認書類（以下の表の A 書類１点または B 書類 2 点） 

A 書類 

運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成 24 年４月１日以降の

ものに限る）、住民基本台帳カード（写真付き）、旅券、身体障がい者手

帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等 

B 書類 

保険証、福祉医療費受給券(まるふく)、母子手帳、各種年金証書(年金手

帳や基礎年金番号通知書)、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療

受給者証、職員証、学生証、新型コロナウイルスワクチン接種証明書 等 

A 書類：官公署が発行した顔写真付きのもの 

B 書類：「氏名+住所」または「氏名+生年月日」記載のもの 

※有効期間の定めがある書類については、有効期間内のものに限ります。 


